
七
尾
社
会
保
険
事
務
所
で
は
、
年
金
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〇
毎
週
月
曜
日
　
時
間
延
長
年
金
相
談

受
付
時
間
　
19：

00
ま
で

〇
毎
月
第
２
土
曜
日
　
休
日
年
金
相
談

受
付
時
間
　
９：

30
〜
16：

00

☆
８
月
（
お
盆
時
期
）
年
金
相
談

８
日
〜
12
日
　
受
付
時
間
　
８：

30
〜
19：

00

13
日
（
土
）

受
付
時
間
　
８：

30
〜
16：

00

※
お
問
い
合
わ
せ
は

市
民
課
　
国
民
年
金
係
　

53
―
１
２
６
５

七
尾
社
会
保
険
事
務
所
　

53
―
６
５
１
１

10
月
１
日
現
在
、
平
成
17
年
国
勢
調
査
を
行
い
ま

す
。９

月
下
旬
か
ら
10
月
上
旬
に
か
け
て
、
調
査
員
が

み
な
さ
ん
の
お
宅
に
調
査
票
の
配
布
と
受
け
取
り
に

伺
い
ま
す
。
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
方
が
対

象
と
な
り
、
回
答
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

総
務
課
　

53
―
１
１
１
１

ま
た
は
、
各
支
所
総
務
課

対
象
者

出
生
前
に
父
母
の
い
ず
れ
か
が
七
尾
市
に
１
年
以

上
住
所
を
有
し
、
出
産
後
引
き
続
き
出
生
児
と
と
も

に
市
内
に
住
所
を
有
す
る
保
護
者

第
一
子
　
　
　
　
３
万
円

第
二
子
　
　
　
　
５
万
円

第
三
子
以
降
　
　
７
万
円

申
　
　
請

出
生
届
の
際
に
申
請
が
必
要
で
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

子
育
て
支
援
課
　

53
―
８
４
１
９

ま
た
は
各
支
所
民
生
課

市
で
は
７
月
１
日
か
ら
市
民
意
見
募
集
制
度
（
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
を
施
行
し
て
い
ま
す
。

制
度
の
内
容
は
、
市
の
基
本
構
想
等
の
立
案
段
階

に
お
い
て
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
多
様
な
意
見
や

情
報
お
よ
び
専
門
的
知
識
等
の
提
供
を
受
け
、
そ
れ

を
考
慮
し
て
、基
本
構
想
等
を
決
定
し
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
市
政
へ
の
参

画
を
促
進
し
、
市
政
運
営
の
公
正
性
や
透
明
性
の
向

上
を
図
り
ま
す
。

募
集
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
具
体
的
に

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
お
よ
び
担
当
窓
口
等
に
お
い

て
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

制
度
の
要
綱
は
、
男
女
参
画
ま
ち
づ
く
り
課
窓
口

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

男
女
参
画
ま
ち
づ
く
り
課
　

53
―
１
１
１
２

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
ま
た
は
支
給
停
止
さ
れ
て

い
る
方
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
資
格
登
録
を

さ
れ
て
い
る
方
は
、現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
が
な
い
場
合
は
、
手
当
の
支
払
い
が
一
時
差
止

め
ら
れ
、
受
給
資
格
が
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
健
康
保
険
証

③
世
帯
分
離
し
て
い
る
同
居
者
の
住
民
票
謄
本

④
児
童
扶
養
手
当
証
書
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

受
給
資
格
証
（
交
付
を
受
け
て
い
る
方
）

⑤
そ
の
他
の
書
類
（
事
由
に
よ
っ
て
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
）

１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方

平
成
17
年
度
児
童
扶
養
手
当
用
（
児
童
手
当
用
）

所
得
証
明
書

提
出
期
日

８
月
31
日
（
水
）
ま
で

※
お
問
い
合
わ
せ
は

子
育
て
支
援
課
家
庭
支
援
係
　

53
―
８
４
４
５

個
人
事
業
税
の
納
期
限
が
、
近
づ
い
て
い
ま
す
。

最
寄
り
の
金
融
機
関
で
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

納
税
に
は
、
便
利
な
口
座
振
替
制
度
の
ご
利
用
を
お

勧
め
し
ま
す
。
お
手
続
き
は
最
寄
り
の
金
融
機
関
で

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

石
川
県
総
務
部
税
務
課

０
７
６
―
２
２
５
―
１
２
７
２

く
　
ら
　
し

く
　
ら
　
し
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